猪名川町認知症地域支援・ケア向上事業　委託仕様書

本仕様書は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）等の関係法令に定めるもののほか、猪名川町認知症地域支援・ケア向上事業において実施する業務に関し、必要な事項を定めるものとする。

１　事業の目的
　認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、認知症の容態の変化に応じ、すべての期間を通じて、必要な医療・介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人に対して効果的な支援が行われる体制を構築するとともに、地域の実情に応じて認知症ケアの向上を図るための取組みを推進する。
このため、認知症の人やその家族を支援する相談業務、地域において「生きがい」をもった生活を送れるよう社会参加活動のための体制整備等を行う認知症地域支援専門員を配置し、当該推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする。

２　委託期間
令和９年４月１日から令和１２年３月３１日まで

３　事業の概要
地域支援事業のうち、認知症地域支援推進員等による「認知症地域支援・ケア向上事業」に係る事業を実施する。
（1） 認知症に関する正しい理解の普及啓発事業
認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養成するとともに、地域や職場・学校において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成する。また、地域での見守り体制構築の一環として認知症行方不明者捜索訓練を実施する。
（２）認知症の人とその家族に対する支援事業
　　認知症の人やその家族、地域住民、介護や福祉等の専門家等、誰でも気軽に集える場（認知症カフェ）を企画・設置する。また、認知症カフェへの参加促進を図るための事業を受託者と協働して実施する。また、地域の団体や事業所が自ら設置する際の助言や後方支援を行う。また、介護者家族や一般住民に向けた介護に関する講座、講演会等を実施する。
（３）認知症バリアフリーの推進
　　若年性認知症の方の居場所づくりやチームオレンジの整備に向けた取組みを実施する。
（４）認知症に関する相談支援事業
　　認知症初期集中支援チームと連携・協働しながら認知症の人やその家族への相談支援を行い、適切な医療や介護サービスにつなげると共に、住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるように当事者に寄り添った支援を行う。
（５）会議への参加
　　関係会議等に参加する。

４　実績報告・調査
　委託者は、委託期間終了後、双方で取り決めた期間内に委託業務の実績報告書及び収支決
算書を受託者に提出させ、また自らその状況を調査することができる。

５　留意点
（１）地域支援事業の実施に当たっては、最新の「地域支援事業実施要綱（厚生労働省老健局長通知）」を遵守して実施する。
（２）事業の実施に当たっては、猪名川町介護保険事業計画に基づき実施すること。
[bookmark: _Hlk34484827]（３）受託者は、委託者との定期的な業務報告と協議を行う。
（４）契約期間内に後継の受託者が決定した場合、後継の受託者が事業を行うために必要なデータ及び資料等について、受託者の負担により引継ぎ業務を行うこと。

６　疑義の解決
[bookmark: _GoBack]この仕様書に定めのない事項については、委託者受託者協議のうえ定めるものとする。
災害等緊急時の対応については、猪名川町と協議して指示に従うこと。
